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2023栃木の労働行政【重点事項】

・最低賃金の適切な運営 ・監督署と連携した同一労働同一賃金の徹底

２ 労働市場の活性化実現に向けた取組の推進

・地域のニーズに対応した職業訓練の推進等

・デジタル分野における新たなスキルの習得による円滑な再就職支援 ・人材確保対策の推進

・在籍型出向の取組の支援 ・ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタル化の推進

１ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援の推進等

３ 多様な人材の活躍促進

・女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保

・男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

・ハローワークの専門担当者のチーム制による就職相談、職業紹介、職業定着までの一貫した伴走型支援等

・障害者の円滑な雇入れに向けた支援の実施

・精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

・ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援

・外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施、外国人働者の雇用管理改善に取り組む企業への支援

４ 労働災害の防止

・労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

５ 誰もが働きやすい職場づくり

・パートタイム・有期雇用労働法の履行確保及び雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

・長時間労働の抑制 ・職場における総合的なハラスメント対策の推進

・良質なテレワークの導入・定着促進

・ワーク・ライフ・バランスを促進する休暇制度・就業形態の導入支援による多様な働き方の普及・促進

・治療と仕事の両立支援に関する取組の促進



１ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援の推進等

生産性向上に取り組む中小企業への支援により、中小企業・小規模事業

者が賃上げしやすい環境整備に取り組みます。
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♦ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援の推進等

2023年度の実績
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最低賃金制度の適切な運営①
最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

○地域別最低賃金（栃木県最低賃金）は、現行９１３円を４１円引き上げ時間
額９５４円に１０月１日改正発効。
各種商品小売業を除く塗料製造業最低賃金ほか４の産業の特定最低賃金は、そ

れぞれ現行の最低賃金額を３７円または３８円引き上げ右側ポスターの時間額に
１２月３１日改正発効。
○改定栃木県最低賃金額の周知のため、当局HP、SNS（X、インスタグラム、
Line）への掲載、監督署、ハローワークにおける窓口、集団指導、監督指導、説
明会等においてリーフレット等を活用し周知及び本省作成リーフレット、パンフ
レット及び労働局独自のリーフレットによる県、市町、関係団体、労使団体、教
育機関（高校・短大・大学・専門学校等）、金融機関、交通機関等に周知、掲示
等の協力を要請。また、改定栃木県最低賃金及び特定最低賃金の周知のため、当
局HP、SNS（X、インスタグラム、Line）への掲載、監督署、ハローワークにお
ける周知及び労働局独自のポスター、リーフレットによる周知、掲示等の協力を
改定栃木県最低賃金の周知と同様に協力を要請。

○「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」におけ
る「転嫁対策に向けた集中取組期間」の令和６年１月から３月までにおいて、最低
賃金の履行確保に係る監督指導を実施し、最低賃金の遵守徹底を図っている。

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」とは

中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップに
より、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃
金引上げの環境を整備する取組について、内閣官房、消費者庁、厚生労働省、経済産業
省、国土交通省及び公正取引委員会により合意したもので、厚生労働省の取組としては、
「最低賃金・賃金支払の徹底と賃金引上げに向けた環境整備」等です。
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♦ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援の推進等

2023年度における今後の取組2023年度の現状
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2022年度
（１月末現在）

2023年度
（１月末現在）

通常コース ９８件 １７２件

特例コース ２件 ２件

最低賃金制度の適切な運営②
最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

○中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最
も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げる支援措置である
「業務改善助成金」について、令和５年８月３１日より「対象事
業場」の拡大、助成率区分の見直し、賃金引き上げ後の申請を可
能など、拡充内容について周知。

○構造的な賃上げへの取組に向けた支援策の周知等

・とちぎ公労使共同会議(令和５年6月21日開催)において、「構造
的な賃上げ支援について」を会議のテーマとして、国等の支援策
や課題等含め意見交換
・栃木働き方改革推進支援センターを通じて、賃金（事業場内最
低賃金）引上げや生産性向上等に取り組む、特に、中小企業、小
規模事業者等に対し窓口相談や個別訪問支援、セミナーの実施。

＜業務改善助成金拡充内容＞
▶対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域
別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大

▶事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後
の申請を可能とする

▶事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を
30円引き上げる

2023年度の実績

＜業務改善助成金交付申請状況＞

○改定栃木県最低賃金額の周知の際、県、市町、関係行政機関、
関係団体及び労使団体等に拡充されたことについて周知。その他、
賃金引上げに向けた支援策及び転嫁対策関連施策を紹介。
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♦ 最低賃金・賃金引上げに向けた支援の推進等

2023年度の実績

監督署と連携した同一労働同一賃金の徹底
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○ 労働基準監督署と連携した同一労働同一賃金の遵守徹底の取組。

各労働基準監督署が定期監督等の実施にあわせ、「同一労働・同一賃金チェックリスト（パートタイム・有期雇用労働法関係）」を回
収し、各企業におけるパートタイム・有期雇用労働者に対する同一労働・同一賃金への対応等状況を確認し、法違反が生じている可能性
のある企業を対象に報告徴収を実施。

＜連携の流れ> ＜労働基準部における対応＞

労働基準監督署において、短時間労働者、有期雇用労働者又は派遣労働者の
待遇等の状況を確認（事業主の任意の協力に基づくもの）

確認によって得られた情報を提供短時間労働者・有期雇用労
働者に係る情報

派遣労働者に係る情報

＜雇用環境・均等室における対応＞

パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収の実施
又は働き方改革推進支援センターへの情報提供による支
援

＜職業安定部における対応＞

派遣法に基づく指導監督の実施

2022年度 2023年度

パート・有期雇用労働法
是正指導件数

73件
(70件)

ー
（153件）

＜是正指導件数＞（2024年1月末現在）



２ 労働市場の活性化実現に向けた取組の推進

経済、社会情勢の変化に伴う多様な課題を踏まえ、企業、労働者及び離

職者へのあらゆる支援を実施するとともに、行政手続きのオンライン化

の推進による機動的・効果的な対応とサービス向上に取り組みます。
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♦ 人手不足分野や成長分野への円滑な労働移動の推進

2023年度の実績

地域のニーズに対応した職業訓練の推進等

○職業訓練に地域ニーズを反映させること等により、地
域における効果的な人材育成を推進するため、栃木県地
域職業能力開発促進協議会において、地域ニーズに対応
した職業訓練コースを設定。

2022年度
（１月末現在）

2023年度
（１月末現在）

定員（人） 2,510 2,391

受講者数（人） 1,962 1,897

受講率（％） 78.2％ 79.3％

離職者向け公的職業訓練受講率

※該当年度中に開講したコースで集計

※公的職業訓練とは、
職業能力開発促進法及び職業訓練の実施等による特
定求職者の就職の支援に関する法律に基づき実施す
る職業訓練であり、労働者の十分な職業能力開発の
機会を確保することを目的としています。

○栃木県地域職業能力開発促進協議会において、「社会人
基礎力を向上させる訓練カリキュラムを取り入れる」など
の訓練カリキュラム等の改善促進策を報告、令和６年度開
講の職業訓練コースから設定。
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♦ 人手不足分野や成長分野への円滑な労働移動の推進

2023年度の実績

デジタル分野における新たなスキルの習得による円滑な再就職支援①

○デジタル分野の訓練受講希望者に対する訓練説明会への参加の促進、訓練修了者歓迎求人の確保、訓練受講修了前に職場見学会付き面
接会を開催するなど、デジタル人材を求める企業等への訓練修了者の早期再就職を支援。2023年度からは、基本情報処理技術試験、ＩＴ
パスポート、ＶＢＡエキスパートを目標試験としたコース、及び企業ニーズが高い「表計算・データベースプログラミング」のコースを
新設。

2022年度
（１月末現在）

2023年度
（１月末現在）

コース数（コース） 33 35

定員（人） 563 605

受講者数（人） 470 539

定員充足率（％） 83.5 89.1

離職者向け職業訓練（デジタル分野（※）)の実施状況

（注）「DX推進スキル標準（DSS）」
「実際にDXを推進していく人材」を対象とし、
DX人材を役割別に分類し、それぞれが習得す
べきスキルを定義した指針。

2022年度
（１月末現在）

2023年度
（１月末現在）

参加訓練施設（施設） 88 72

対象コース数（コース） 103 92

参加者（人） 809 777

訓練説明会開催実施状況

※開催場所（宇都宮市、大田原市、小山市、足利市）

※デジタル分野：経済産業省において策定された「DX推進

スキル標準（DSS）」（注）に合わせて分類
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♦ 人手不足分野や成長分野への円滑な労働移動の推進

2023年度の実績

デジタル分野における新たなスキルの習得による円滑な再就職支援②

※2022年度は12月から実施開始。

①活用勧奨に伴う事業所訪問件数

2022年度
（８月末現在）

2023年度
（８月末現在）

ー件 181件

〇政府が推し進める「人への投資」を抜本的に強化するため、人材開発や労働
者のキャリアアップなど社員のリスキリングに取り組む企業への支援を進める。
特にデジタルなどの成長分野については、社員が高度デジタル技術や新たな

事業展開に必要な知識習得のための支援として、事業主等が雇用する労働者に
対して、職業訓練等を実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部
等を助成する制度である人材開発支援助成金（人への投資促進コース／高度デ
ジタル人材訓練・情報技術分野認定実習併用職業訓練）（事業展開リスキリン
グ支援コース）等について、労働局が主催する事業主向けセミナーやハロー
ワークによる事業所訪問等、あらゆる機会を活用して事業主に制度説明を実施
し、利用促進を図っている。

・（ ）内の助成率（額）は、生産性要件を満たした場合の率（額）です。

・賃金助成額は、１人１時間当たりの額です。OJT実施助成額は、１人１訓練当たりの額（定額）です。

対 象 の 訓 練
経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

中小企業 大企業 中小企業 大企業

サブスクリプション型の研修サービス
６０％ ４５％

－
（＋15％）

DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する高度人材を育成する場合に助成します。

対 象 の 訓 練 経 費 助 成 額 賃金助成額

長期教育訓練休暇制度

（30日以上の連続休暇取得）

20万円

１人1日当たり

6000円
（※有給休暇の場合）

（＋４万円） (＋1200円)

所定労働時間の短縮と

所定外労働時間の免除制度

20万円
－

（＋４万円）

従業員の方がサブスクリプション型の研修サービスを利用した場合に助成します。

対 象 の 訓 練
経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

中小企業 大企業 中小企業 大企業

I T S S（I Tスキル標準）

レベル４・３となる訓練等
75％ 60％ 960円 480円

海外も含む大学院での訓練 75％
国内大学院の場合

960円

教育訓練休暇や教育訓練短時間勤務制度を導入し、労働者の自発的な職業能力開発を促進した場合に助成し

ます。賃金助成に人数制限はありません。

対 象 の 訓 練
経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

中小企業 大企業 中小企業 大企業

ＩＴ分野未経験者（正規雇用労働

者）の即戦力化のための訓練

（OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練）

60％ 45％ 760円 380円
（＋15％） （＋200円） （＋100円）

O J T 実 施 助 成 額

中小企業 大企業

20万円 11万円

（＋５万円） （＋３万円）

対 象 の 訓 練 経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

労働者の自発的な訓練費用を

事業主が負担した訓練

４５％
－

（＋15％）

各訓練メニューの助成率と助成額

定 額 制 訓 練 定額受け放題

高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練 資格取得費用も対象

自発的職業能力開発訓練 自発的な学びを支援

情報技術分野認定実習併用職業訓練 資格取得費用も対象

長期教育訓練休暇等制度 導入済み企業も対象

〇令和5年11月に宇都宮市、栃木市、大田原市の県内３か所で実施した「雇用
管理改善セミナー」において、人材開発支援助成金等の制度説明を実施。

2022年度
（12月～３月）

2023年度
（１月末現在）

188件 503件

②2023年度受理件数（１月末現在）

〇人への投資促進コース

実施計画届 支給決定

９件 ２件

〇事業展開リスキリング支援コース

実施計画届 支給決定

５４件 １７件
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♦ 人手不足分野や成長分野への円滑な労働移動の推進

2023年度の実績

人材確保対策の推進

人材不足分野の就職件数

2022年度
(1月末現在）

2023年度
（1月末現在）

3,889件 4,097件

○人材不足分野（医療・福祉、建設、警備、運輸）に対する能動
的なマッチングを推進するため、事業所見学会やミニ面接会等を
積極的に実施。

○ハローワーク宇都宮の「人材マッチングコーナー」においては、
人材不足分野に特化した支援（担当者制による個別支援、分野ご
とのセミナー等）を実施。

○各ハローワークにおいて介護の日（11月11日）の前後に「介護
就職デイ」と称した介護分野の就職面接会等を実施。

○ハローワーク宇都宮の「人材マッチングコーナー」においては、
11月１日に「介護のしごと相談会＆面接会」（15社参加）を開
催。
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♦ 人手不足分野や成長分野への円滑な労働移動の推進

2023年度の現状

在籍型出向の取組の支援

〇「とちぎ在籍型出向等支援協議部会」の発展的解消

発展的解消の背景

１ 新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境の変化と人手不足感の高まり
令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症の位置づけが２類相当から５類に変更されるなど、全国的のみならず栃木県においても

コロナウイルス感染症を取り巻く環境が変化したこと、また、日銀短観（2023年６月調査）では、製造業、非製造業ともに人手不足感が
高まっている中で、栃木県においても、有効求人倍率はコロナ禍が始まった令和２年度は1.01倍であったが、令和２年12月以降１倍台で
推移しており、令和６年１月は1.13倍と前月より0.03ポイント上回り、人手不足感が高まっていること。
２ 産業雇用安定助成金の利用の伸び悩み
令和３年２月から令和６年１月における栃木局内での在籍出向にかかる産業雇用安定助成金の利用相談件数は、211件（月平均6.0件）、

支給申請件数は140件（月平均4.0件）、出向計画者数は157人（月平均4.5人）であり、利用状況の概要として、全国的に在籍型出向を
多く活用している運輸業、郵便業を主たる業とする企業が栃木県内に少ない状況もあり、全体として利用件数は低調であった。
３ 全国在籍型出向等支援協議会の廃止
新型コロナウイルス感染症を取り巻く環境が変化していること等から、厚生労働省から令和５年10月末をもって「在籍型出向等支援事

業」を廃止することに併せて全国在籍型出向等支援協議会及び地域在籍型出向等支援協議会の廃止の方針が示されたことに加えて、今後
の雇用に関する支援の方向性は、在籍出向も含め、「人手不足解消」、「スキルアップ支援」へと大きくシフトチェンジしており、今後
の在籍型出向の議論は、専門部会を設けて実施するのではなく、栃木県全体の雇用や経済対策の一環として適時適切に議論することが望
ましいと判断できること。

議論は公労使共同会議へ

・令和５年12月の「とちぎ在籍型出向等支援協議部会」（書面開催）において、今後の協議部会について、これまでの総括を行うととも
に、上記の背景により発展的に解消することについて各構成員からご承認をいただいた。
・とちぎ在籍型出向等支援協議部会は、令和５年３月に創設された「とちぎ公労使共同会議」の目的を達成する上で必要な事項を検討す
るための専門部会の一つとして位置付けられたが、厚生労働省において、新型コロナウイス感染症を取り巻く環境の変化や雇用情勢の変
化を踏まえ在籍型出向等支援事業や全国在籍型出向等支援協議会等を廃止したこと、また、栃木県内での在籍型出向の実施状況を踏まえ、
部会における在籍型出向に係る専門的な検討は解消し、次年度以降は「とちぎ公労使共同会議」の議事内容の一つとして、会議構成員の
意向に基づき会議目的の達成のため、総合的かつ発展的に議論することについて、３月７日開催の「とちぎ公労使共同会議」において各
構成員からご了承をいただいた。
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♦ 人手不足分野や成長分野への円滑な労働移動の推進

2023年度の実績

ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタル化の推進①

○雇用保険関係（取得、喪失、高年齢継続給付）の電子申請についての周知広報を実施し、申請率は全国平均を上回っている。

○各種助成金のオンライン申請は厚生労働省ホームページ等やセミナー等においてリーフレットを配付するなど周知広報を実施している。

労働保険関係電子申請率
（雇用保険取得、喪失、高年齢者雇用継続給付）

2022年度
（１月末現在）

2023年度
（１月末現在）

電子申請率
75.5%

（73.6%）
82.3％

（80.2%）

※電子申請率上段は栃木労働局。下段（ ）内は全国平均

雇用関係助成金の電子申請活用状況

2022年度
(１月末現在)

2023年度
（１月末現在）

特定求職者雇用開発助成金 47件 59件

産業雇用安定助成金 7件 36件
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♦ 人手不足分野や成長分野への円滑な労働移動の推進

2023年度の現状

ハローワークの職業紹介業務のオンライン・デジタル化の推進②

○ 2021年９月からオンラインによる紹介機能（オンライン上
での職業紹介や、求職者マイページから求人者マイページ
へオンライン上での応募書類の送付等）が可能となったため、
以下の周知・開設促進を実施。

・求職者マイページ：自身が登録した求職情報や求職活動履歴
の確認、気になる求人の保存などができるメリットを周知し、
その開設を促進。

・求人者マイページ：オンラインによる求人申込み、選考結果
の登録などができるメリットを周知し、その開設を促進。

○ 県内すべてのハローワークでオンライン職業相談ができる
環境を整備。

ハローワークで受理した求人件数のうち、マイページを通して
申し込みのあった求人件数の割合

●求職者マイページの開設率

ハローワークに登録している有効求職者のうちマイページを
開設している求職者の割合

2022年度
(1月末現在）

2023年度
（1月末現在）

28.3％ 33.3％

●求人者マイページを利用した求人受理割合

2022年度
(1月末現在）

2023年度
（1月末現在）

52.9％ 83.7％

●オンライン相談件数

2022年度
(12月末現在）

2023年度
（12月末現在）

713件 823件

○労働局及びハローワークにおける各種支援を幅広く周知する
ため、2023年６月に労働局においては事業主向けLINE・X
（旧Twitter）・Instagramを、同年７月にすべてのハロー
ワークにおいて求職者向けLINE・X（旧Twitter）・
Instagramを開設し、各種情報を発信中。



３ 多様な人材の活躍促進

働くことを希望する全ての女性、就職氷河期世代、障害者、高齢者、外

国人などの方が、活躍できる職場環境を整備します。
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♦ 女性活躍、男性の育児休業取得等の促進

2023年度の実績

女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保①

女性活躍推進のための企業の取組支援
○とちぎ公労使共同会議(2023年6月21日開催)において、「女性活躍推進」を会議の
テーマとして、国等の支援策や課題等含め意見交換

〇えるぼし認定企業状況(2024年1月末現在)

〇「えるぼし」、「プラチナえるぼし」の周知・支援について
・認定の前提となる行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、行動計画期間が満
了する事業主に対して新たな行動計画の策定・届出の督励と併せた認定取得に向け
た周知・支援を実施。
・積極的に報告徴収を実施 ２４件（2024年1月末現在）
・労働局の主な施策を毎月発信する「今月のおすすめ情報」により、関係機関・団体
等と連携（HP、メルマガへの掲載）を図り積極的な認定制度の周知等を行い、県内
における女性活躍の更なる取組を推進。

〇改正母性健康管理指導事項連絡カードについて、HP掲載の他、報告徴収等により事業
所への周知。（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置含む）

※えるぼし認定は、評価基準(｢採用｣｢継続就業｣｢労働時間等の
働き方｣｢管理職比率｣｢多様なキャリアコース｣)を満たす項目数
に応じて３段階の認定になる。

※認定マークは、商品や求人広告等に付け
ることができます。

えるぼし

＊認定制度

プラチナえるぼし

1段階目 2段階目 3段階目

2022年度
(１月末現在)

2023年度
(１月末現在)

前年度比

えるぼし 18社 22社 ＋4社

1段階目 ０社 ０社 ＋0社

2段階目 7社 9社 ＋2社

3段階目 11社 13社 ＋2社



〇くるみん認定は、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を
「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する制度。

〇くるみんプラス認定は、令和４年４月に創設された「不妊治療と仕事との両立」
に取り組む企業を認定する制度。
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♦ 女性活躍、男性の育児休業取得等の促進

2023年度の実績

女性活躍推進法及び男女雇用機会均等法の履行確保②

くるみん プラチナくるみんトライくるみん

〇不妊治療と仕事の両立支援のための職場環境の整備
・次世代行動計画の次期計画策定等の際、企業に対し同行動計画へ反映
するよう促進

※ 認定マークは商品や
求人広告等に付けるこ
とができます。

プラチナくるみんプラスくるみんプラストライくるみんプラス

〇くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業状況(2024年1月末現在)
プラチナくるみん認定交付式

認定企業：グランディハウス株式会社2022年度
2023年度

（1月末現在）
前年度比

くるみん 37社 39社 ＋2社

くるみんプラス 0社 1社 ＋1社

プラチナくるみん 7社 8社 ＋1社
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♦ 女性活躍、男性の育児休業取得等の促進

2023年度の実績

男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

男女ともに仕事と育児等を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

○改正育児・介護休業法（2023年４月１日全面施行）の履行確保のため
報告徴収の実施

〇改正育児・介護休業法の周知
・労働局HP、労働局の主な施策を毎月発信する「今月のおすすめ情報」
に掲載し、関係機関・団体等との連携（HP、メルマガへの掲載）によ
り情報発信

・セミナー等の開催 ８回（８月末現在）
働き方改革関連セミナー（他機関主催）、労使団体の講演

〇育児休業制度等に関する相談窓口の設置

〇両立支援等助成金の支給状況

〇新型コロナウイルス感染症に係る小学校休業等対応助成金に関する
相談窓口の設置
（2021年9月30日～2023年6月30日）

2022年度
（1月末現在）

2023年度
（1月末現在）

前年度比

全 体 3,323件 791件 △2,532件

小学校休業等対応助成金
を除く

138件 205件 67件
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♦ 就職氷河期世代の活躍支援

2023年度の実績

ハローワークの専門窓口における専門担当者のチーム制による
就職相談、職業紹介、職業定着までの一貫した伴走型支援等

〇地域若者サポートステーションの専門的知見・ノウハウを積極的に活用し、就職氷河期世代の無業者の職業
的自立に向けた支援を実施。

〇2023年7月3日に第6回の「就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」を開催し各支援・施策の取組状況の
確認及び2023年度における取組メニューについて共有。

2022年度
（1月末現在）

2023年度
（1月末）

就職氷河期世代の
正社員就職件数

2,806件 3,037件

うち専門相談窓口紹介 799件 982件

助成金支給実績 22件 17件

※地域若者サポートステーションとは
働くことに悩みを抱えている15歳～49歳までの方に、

専門的な相談や様々な就労支援プログラムを通じて就労
に向けたサポートをする厚生労働省委託の支援機関です。

〇就職氷河期世代への集中支援策としてハローワーク宇都宮及び駅前プラザに就職氷河期世代専門窓口「ミドル世
代支援コーナー」を設置し、就職から職場定着までの伴走型支援を実施。

○「ミドル世代支援コーナー」において、対象者のニーズに応じた個別支援により職場定着までの一貫した伴走型
支援を実施のほか、就職氷河期世代を対象としたセミナーや就職面接会を開催。
また、各ハローワークにおいては、担当者制によるきめ細かな個別支援を行うとともに「就職氷河期世代限定・
歓迎求人」の充足を推進。
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♦ 障害者の就労促進

2023年度の実績

障害者の円滑な雇入れに向けた支援の実施
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民間企業（43.5人以上） における障害者の実雇用率および雇用状況（各６月１日現在）

雇用状況（人）

実雇用率（％）

法定雇用率（％）

(%)(人 ※法定雇用率２.３％

〇栃木県で働く障害者数は、2023年6月1日現在、5550.0人と20年
連続で過去最高を更新、実雇用率も2.39%(全国28位)と法定雇用率
を2連続で全国平均を上回った。しかし、法定雇用率2.3%を達
成していない県内企業は576社あり、うち426社は一人も障害者を
雇用していない現状。

〇令和６年４月からの法定雇用率引き上げに向けて、
新たに障害者の雇用義務が発生する企業など、法定
雇用率引上げ等による影響が大きい企業に対する周
知を徹底して取り組んだ。

事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現

の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和５年度 令和６年４月 令和８年７月

民間企業の法定雇用率 ２.３％ ⇒ ２.５％ ⇒ ２.７％

対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告

◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）
Point
①

? 障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL050301雇障01

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以

下のように変わります。(現在除外率が10％以下の業種については除外率制度の対象外となります。)

除外率設定業種 除外率

・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） ５％

・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む） １０％

・港湾運送業 ・警備業 １５％

・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ２０％

・林業（狩猟業を除く） ２５％

・金属鉱業 ・児童福祉事業 ３０％

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く） ３５％

・石炭・亜炭鉱業 ４０％

・道路旅客運送業 ・小学校 ４５％

・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 ５０％

・船員等による船舶運航等の事業 ７０％

除外率が引き下げられます。（令和７年４月以降）
Point
②

未達成

企業数

576社

41.7%

達成

企業数

805社

58.3%

【法定雇用率未達成企業の状況】

対象企業数
1,381社

0.5人

20社

3.5%

1人

406社

70.5%

1.5～3人

120社

20.8%

3.5人以上

30社

5.2%

【不足人数内訳】

未達成企業数

576社



認定評価基準に基づき、取組関係、
成果関係、情報開示関係を加点方
式により20点以上得ることが必要
です。
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♦ 障害者の就労促進

2023年度の実績

精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

〇ハローワーク宇都宮に精神障害者、発達障害者等の専門知識や支援経験を有する精神・発達障害者雇用トータ
ルサポーター、難病患者就職サポーターを集中配置し、精神・発達障害等のある求職者や雇用経験の少ない企業
に対して、個々の課題や状況に合わせた就職支援を推進。

〇精神・発達障害者と一緒に働く一般労働者に対し、障害特性やコミュニケーション等の理解促進を図るための
「しごとサポーター養成講座」を令和6年2月までに民間企業16回開催、参加人数372人、地方自治体9回開催、
参加人数318人受講。

〇障害者雇用促進のため優良で先進的な取組を進めている中小企業に対する認定制度「もにす」を普及させ、こ
れら中小企業事業主との関係構築及び強化に努め、障害者の雇用の促進と雇用の安定を図っている。

障害者雇用の先進的な取組を進めている優良な中小企業を認定する制度です。

という思いをこめて愛称を「もにす」と名付けました。

〇障害者雇用に取り組む一つの選択肢として、テレワークを提案するほか、障害者をテレワークにより雇用したいと
考えている事業所等に対しては、本省が委託して実施する企業向けのガイダンス及びコンサルティングに誘導するこ
とを通じて、障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進を図っている。

と も に す す む

認定事業主になるには認定事業主

令和6年2月に

・（株）沼尾が県内3企業目と

して認定されました。

過去の認定企業と併せて
栃木労働局HP取組事例公開中
・ヘイコーパック（株）
・（株）吉川油脂
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♦ 高齢者の就労・社会参加の促進

2023年度の実績

ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援

〇高齢者の就労・社会参加の促進として、高齢者が活躍できる環境整備を図るため、事業主に対して70歳まで
の就業機会の確保（努力義務）を周知。

○独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と連携して、2024年1月末時点で359事業所を訪問し、65歳
を超える継続雇用や65歳以上の定年引上げ等の提案や助成を行い、継続雇用延長等に向けた環境整備を図り、
地域における多様な就業機会確保を促進。

〇ハローワークに設置した「生涯現役支援窓口」において、高齢者が活躍できる求人の開拓等を推進。2024年1
月末時点で2,512事業所と接触し、2,625人の求人数を確保して高年齢者の再就職支援を実施。

生涯現役窓口の65歳以上の就職件数

2022年度
（１月末現在）

2023年度
（１月末現在）

524件 623件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

栃木

3.9%

4.7%

3.4%

4.0%

11.2%

13.0%

12.9%

13.0%

11.9%

11.2%

56.7%

54.1%

66歳以上働ける企業の状況

定年制の廃止 66歳以上定年
希望者全員66歳以上の継続雇用制度 基準該当者66歳以上の継続雇用制度
その他66歳以上まで働ける制度 66歳以上働ける制度なし
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♦ 外国人に対する支援

2023年度の現状

外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施、外国人労働者の
雇用管理改善に取り組む企業への支援

○栃木県における外国人労働者数は、2023年10月末現在32,728人で、過去最高を更新、初めて3万人を超え、
今後も増加する見込み。また、人手不足分野を補うことを目的として2019年に新設された在留資格「特定
技能」も、2023年10月末現在2,574人と2022年同日現在1,565人から大幅に増加。

〇増加する外国人材の就労を促進し、労働関係法令違反や人権侵害が生じることのないよう、関係機関と連携
の下、事業主に対し、外国人雇用管理指針の周知・啓発、雇用管理の推進を図る目的で、6月26日に外国人
雇用管理セミナーを実施、118事業所、225人が参加。
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4 労働災害の防止

働く人々が安全に安心して働くことができるよう、労働者の安全確保対

策と労働者の健康確保対策に取り組みます。
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2023年度の実績

♦ 安全で健康に働くことができる環境づくり

労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備①

○全産業の労働災害発生状況
＜第14次労働災害防止計画（2023年から2027年までの５か年計画。新型コロナウ
イルス感染症のり患による労働災害を除く。）＞
【アウトカム指標※】
・死亡者数について、2022年と比較して2027年までに５％以上減少させる。
・死傷者数について、2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、2022年と比較して

2027年までに減少に転じさせる。
【災害発生状況（2024年１月末現在の速報値）とその特徴】
・2023年の労働災害は、死亡者数が18人となり前年よりも２人増加し、死傷者
数が2,170人となり前年よりも108人（＋5.2％）増加した。

・労働災害の特徴として、事故の型別では転倒災害や腰痛などの無理な動作等の
いわゆる行動災害が多く、年齢別では６０歳以上の高年齢労働者が占める割合
が高くなっている。

・業種別では、製造業及び第三次産業（特に、小売業、社会福祉施設）で増加が
顕著であり、また、陸上貨物運送事業及び製造業における荷役作業中の死亡災
害が６人と死亡災害全体の３分の１を占めている。

※1 「Ａない声かけ運動！プラス」とは、「あわてる・あせ
る・あなどる・あぶない行動」を「しない・させない」た
めの「Ａない声かけ運動」に、職場ごとの課題に応じた対
策をプラスして取り組むことにより、労働災害を防止する
もの。

※2 建設３大災害（建設重機災害、墜落・転落災害及び崩
壊・倒壊災害）防止に集中的に取り組んでいるもの。

※3 「荷役災害ゼロ60日運動」とは、2023年12月31日から2024

年１月31日まで、荷役災害の防止に集中的に取り組んだも
の。

○死亡災害の撲滅及び死傷災害の減少に向けた取組
・「Ａない声かけ運動！プラス※1」（栃木局独自）
の周知啓発

・「ＳＴＯＰ！建設３大災害※2」（栃木局独自）の
周知啓発

・「荷役災害ゼロ60日運動※3」（栃木局独自）の周
知啓発

41 36
26
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労働災害の発生状況の推移（全産業）

死亡者数 休業４日以上の死傷者数資料出所：栃木労働局業務資料

（人）（人）

※ 13次防までは「目標」と記載されていたが、14次防では「アウトカム指標」と記載されている
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2023年度の実績

♦ 安全で健康に働くことができる環境づくり

労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備②

○事故の型に着目した労働災害防止対策
・新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除く労働災害の約４分の
１を占める転倒災害を防止するための対策の指導・周知を実施。

・「Ａない声かけ運動！プラス」（栃木局独自）の周知啓発に加え、『ころば
Nice(ないっす)とちぎ』の一環として、転倒災害防止用体操の動作を載せた
リーフレット及び転倒災害防止用体操の動画の作成し、令和６年３月15日に
Youtubeや栃木労働局専用HP（https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-

roudoukyoku/koroba-nice-tochigi.html）で公開(予定)。

○労働災害の防止に向けた意識改革、社会的機運の醸成
・14次防では、安全衛生活動に対する意識改革、労働
災害防止に向けた社会機運を醸成させていくため、
令和4年度に「SAFEコンソーシアム」が設立され、
現在、県内から22企業が参加している。

・SAFEコンソーシアムでの主な事業の一つである
SAFEアワード（取組事例の表彰制度）において、
今年度、介護施設「蓬愛会」（宇都宮市）が安全な
職場づくり部門で最高賞の「ゴールド賞」を受賞。
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♦ 安全で健康に働くことができる環境づくり

2023年度の実績

労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備③

27

○職場における新型コロナウイルス感染症対策の実施（労使関係団体要請：
３件、事業場指導：6,941件）

○メンタルヘルス対策、産業保健活動 （事業場、企業本社の指導実施、小規
模事業場に対する支援制度の周知）

○化学物質健康障害防止対策（新たな化学物質規制の周知、改正特定化学物
質障害予防規則等の指導周知）

○石綿ばく露防止対策（建築物等解体工事の施工業者及び発注機関に対する
改正石綿障害防止規則の周知指導）

〇熱中症対策（「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン（５月～９
月）」の展開及び「職場における熱中症対策の徹底について」局長要請）

○労働者に着目した労働災害防止対策
・労働災害の半数を占める50歳以上の高年齢労働者
の特性に配慮した職場づくりの指導・周知を実施
（高年齢労働者対策）

・高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン及びエイジフレンドリー補助金制度を周知。

○業種に着目した労働災害防止対策
・小売業及び介護施設における自主的取組を促進する
ための「＋Safe協議会」の運営（第三次産業対策）

・陸上貨物運送事業における荷役作業災害防止のため
の指導・周知を実施。

・小売業及び介護施設のリーディングカンパニーを構
成員とする「＋Safe協議会」で、転倒災害防止対策
として実施予定の『ころばNice(ないっす)とちぎ』
の一環として、転倒災害防止の運動指導を行うセミ
ナーを開催。

・陸上貨物運送事業及び荷主等に対して「陸上貨物運
送事業における荷役作業安全対策ガイドライン」の
指導・周知、加えて「荷役災害ゼロ60日運動」の展
開。



5 誰もが働きやすい職場づくり

誰もが働きやすい社会の実現に向けて、雇用形態による不合理な待遇差

の解消（同一労働同一賃金）、総合的ハラスメント対策の推進、テレ

ワークの導入・定着促進、ワーク・ライフ・バランスの促進などを進め

ます。
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♦ 同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正なの確保等

2023年度の実績

パートタイム・有期雇用労働法の履行確保及び
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

29

〇 パートタイム・有期雇用労働法に基づき、報告徴収による雇用管理の実態把握及び法の履行確保。（2024年１月末）

＜主な法違反事項＞
・第6条第1項(文書交付)関係：雇入時の雇用契約書に「昇給」「賞与」「退職手当」の有無及び「相談窓口」の記載なし
・第8条(不合理禁止)関係：「慶弔休暇」、「通勤手当」がパート・有期雇用労働者には付与されていないこと
・第13条 (転換措置)関係：パート・有期雇用労働者に正社員への転換措置なし

〇 働き方改革関連セミナー（労政事務所主催）への講師派遣4回（2024年1月末）

実態把握
うち法違反を確認し是正指導

パート・有期法 １４３事業所 １０２事業所

実施年月日 場所

令和5年7月6日 日光市 宇都宮労政事務所

令和5年7月25日 大田原市 大田原労政事務所

令和5年8月25日 栃木市 小山労政事務所

令和5年8月29日 大田原市 大田原労政事務所

実施年月日 場所

令和5年9月26日 矢板市 大田原労政事務所

令和5年9月27日 真岡市 宇都宮労政事務所

令和5年10月24日 足利市 足利労政事務所

令和5年10月26日 小山市 小山労政事務所
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♦ 誰もが働きやすい職場づくり

2023年度の実績

長時間労働の抑制

30

長時間労働の抑制

○ 各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月あたり80時間を超えている
と考えられる事業場等に対し、監督指導。

○ 各労働基準監督署に設置した労働時間相談・支援班による中小企業を中心
とする改正労働基準法等の周知及び支援。

２０２1年度 ２０２2年度

監督件数 701件 559件

２０２１年度 ２０２2年度

実施件数 574件 658件

※公表は、年度単位の数値のみ

○ 引き続き、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられ
る事業場等に対し監督指導を実施。
○ 11月の過労死等防止啓発月間に、「過重労働解消 キャンペーン」を実施。
① 労働組合、使用者団体に対する協力要請（10月）。
② 労働局長によるベストプラクティス企業訪問（11月）。
③ 重点監督の実施。
④ 過重労働相談受付集中週間（11月１日（水）から11月７日（火））（11月４日５日を除く）
特別労働相談受付日（11月３日（金））

⑤ 過労死等防止対策推進シンポジウムの開催（11月29日（水）栃木県教育会館）。
⑥ 過重労働解消のためのセミナー（無料、10～1月を中心に、全国でオンラインによる実施。）
（URL：https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com）
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♦ 総合的なハラスメント防止対策

2023年度の実績

職場における総合的なハラスメント対策の推進①

31

〇 職場におけるハラスメント防止対策の周知
・2022年４月１日から全ての企業にパワーハラスメント(※2)の防止措置が義務化。
・職場における総合的なハラスメント防止対策の促進
・セミナー等の開催 ２６回（２０２４年１月末現在）
働き方改革関連セミナー（他機関主催）、労使団体の講演

(※1)『いじめ・嫌がらせ』とは、「民事上の個別労働紛争」として、労働条件その他労働関係に関する事
項についての個々の労働者と事業主との間の紛争（労働基準法等の違反に関するものを除く）。

(※2)『パワーハラスメント』とは、職場において行われる、「①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」の要素を全て満
たすものをいう。
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♦ 総合的なハラスメント防止対策

2023年度の実績

職場における総合的なハラスメント対策の推進②

32

○ 様々なハラスメントの一元的相談対応

相談件数

2022年度
（１月末）

2023年度
（１月末）

パワーハラスメント ５２７件 ３８８件

妊娠・出産、育児休業等ハラスメント（※） １７２件 １１３件

セクシュアルハラスメント ７６件 １２０件

※不利益取扱いを含む

○ 職場におけるハラスメントをめぐる紛争の早期解決
・労働局長による紛争解決援助 １件

〇企業訪問による雇用管理の実態把握及び是正指導（2024年1月末）

実態把握
うち法違反を確認し是正指導

均等法 ５４事業所 ４０事業所

育介法 １５４事業所 １２５事業所

労推法（※） ５３事業所 ２５事業所

※中小企業には2022年４月１日より適用されたため、実態把握ではなくパワー
ハラスメント対策に関する指針や具体的な取組方法について、パンフレット等
を活用して周知
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♦ 柔軟な働き方がしやすい環境整備

2023年度の実績

良質なテレワークの導入・定着促進

33

https://telework.mhlw.go.jp/

〇 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の周知、取組の促進

〇 テレワークに関連する情報を一元化して、中小企業事業主がテレワークを導入するための様々な情報等を紹介している「テレ
ワーク総合ポータルサイト」の周知、活用促進
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♦ 柔軟な働き方がしやすい環境整備

2023年度の実績

ワーク・ライフ・バランスを促進する休暇制度・就業形態の
導入支援による多様な働き方の普及・促進

34

〇働き方・休み方改善コンサルタントによる訪問支援や働き方・休み方改善ポータルサイトの「働き方・休み方改善指標」に
よる自己診断、企業の取組事例や働き方・休み方に関する資料を紹介し、事業主の取組を支援。（２０２４年１月末）

目標 実績 達成率

訪問支援 ７０件 ５９件 ８４．２％

2022年度
（1月末現在）

2023年度
（1月末現在）

全体 409件 317件

うち 労働時間短縮・年休支援促進コース 393件 227件

〇働き方改革推進支援助成金申請状況

〇とちぎ公労使共同会議(令和5年6月21日開催)において、「働き方改革(ワーク・ライフ・バランス)」を会議のテーマとして、
国等の支援策や課題等含め意見交換
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♦ 治療と仕事の両立支援

2023年度の実績

治療と仕事の両立支援に関する取組の促進

35

栃木県地域両立支援推進チーム（関係機関、関係団体等で構成）における「とちぎ治療と仕事の両立
支援」アクションプラン（５か年計画）を推進により、両立支援を必要とする労働者の働きやすい環境
整備を推進するため、説明会による両立支援制度の周知、推進チームのリーフレットによる各種支援の
周知を行い、医療機関、県内企業及び労働者への浸透を図った。
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